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利尻富士町教育大綱に係る教育施策の推進状況 

基本指針 教育政策の目標 実施した主な施策 

１社会で活きる実践的な学力を育成する教育の推進 

 

教育の役割は、子どもたちが夢や希望を持ち、自分の未来を

切り拓いて生きていけるよう、基礎的・基本的な知識や技能を

身に付けさせることにあります。このため、学校、家庭、地域、

関係機関が連携し、「確かな学力」「健康な体」「豊かな心」を

育み、児童生徒が自らの夢や希望を実現し社会で活かせる教育

を進めます。 

①小規模、少人数の特性を生かし、共に学びあう活動を通して、

「確かな学力」「健康な体」を身に付ける教育を推進します。 

○学習指導要領の着実な実施 

○全国学力・学習状況調査の実施及び検証 

○小中併置校整備に伴うへき地複式教育活動の推進 

○外国語指導助手（ALT）の配置による外国語教育の推進 

○スポーツ機会の充実、わんぱくマラソン等各種大会の実施による体力づくりの機会創出 

②思いやりの心、規範意識や自然を愛する心などを通して、豊か

な人間性や社会性を育む教育を推進します。 

○青少年健全育成事業（親子ふれあい歩こう会、夏休み・冬休みチャレンジ教室等）の実施 

○市町村間児童交流及びジュニアリーダー育成の実施 

③防災教育、ふるさと教育、環境教育など、地域の教育資源を活

用した特色ある教育を推進します。 

○HAC利尻島上空遊覧飛行体験 

○利尻高校ふるさと教育の支援協力（全島一周・利尻山登山） 

○マクドナルド奨学資金、イングリッシュキャンプ等の実施 

④児童生徒の教育的ニーズに応じた、適切な指導や支援を行う特

別支援教育を推進します。 

○特別支援学級の適正配置 

○特別支援教育補助員の適正配置 

⑤教職員の資質・能力と組織力の向上を通して、地域に信頼され

る開かれた学校づくりを推進します。 

○教職員の研修機会の充実（ミドルリーダー講習会の実施等） 

○コミュニティースクール（学校運営協議会）の設置・運営 

２安心・安全教育環境の整備と支援の推進 

 

子供たちの健やかな成長を促すためには、安心して学べる場

と安全な教育環境の整備が大切です。 

 このため、町が有する教育施設や設備等をより効果的に活用

するとともに、社会の変化に対応した教育施設や設備を計画的

に整備して、安心・安全で質の高い教育環境の充実を図ります。 

①教育施設・設備の充実に努めるとともに、その機能を高め効果

的な活用を図ります。 

○鬼脇小中併置校校舎・屋体・グランドの整備 

○学校庁用備品、義務教育備品、学校図書備品の整備 

○教職員住宅の整備 

②良好で質の高い学びを実現する ICT教育の充実に努めます。 ○ICT環境（学校パソコン）整備 

○  〃 （無線環境）整備 

③保小中高とのスムーズな連結を図るとともに、小中併置校の連

携教育の推進に努めます。 

○学校間連携の推進 

○学校経営方針に基づく小中併置校連携教育の推進 

④幼児の教育・保育の充実を図るとともに、義務教育間への円滑

な移行に努めます。 

○特別支援教育連携協議会活動の推進 

○就学前検査（知能・検診）の実施・連携 等 

⑤その他 ○児童生徒及び教職員の健康診断の実施 

○家庭の経済状況や地理的条件への対応として、就学援助・修学旅行費補助・中体(文)連大会出場費

補助、育英資金の貸付等の実施 

○放課後子ども教室（ふじっこ）及び学校支援活動（絵本の読み聞かせ等）の実施 

○利尻高校通学費補助の実施 

３生涯学習の充実と文化・スポーツ活動の振興 

 

町民が心豊かで生きがいのある生活を送るためには、生涯を

通じて積極的に学び、その成果を生かせる環境が必要です。 

 このため、町民一人ひとりが豊かに学び、文化やスポーツを

楽しむ環境を整えるとともに、地域を担う人材の育成を支援す

るために、効果的な事業の推進に努めます。 

①町民一人ひとりが生涯にわたって学習に取り組むことができ

る環境づくりを推進します。 

○生涯学習体制の整備推進 

○公民館事業（各種教室・図書室運営・文化体育活動等）の推進 等 

②地域に根ざした芸術・文化活動を推進するとともに、優れた芸

術・文化に触れる機会を提供します。 

○劇団四季「こころの劇場」公演 

○町文化協会、文化団体活動への支援 等 

③郷土の歴史を伝える文化財の保護・保存とともに、展示や情報

発信に努めます。 

○南浜獅子神楽保存会等の伝承活動への支援 

○町指定文化財の維持管理及び看板の多国語表記化の実施 

○沼浦海水浴場遺跡学術調査の実施・支援 等 

④町民一人ひとりが健康で豊かな生活を営むための生涯スポー

ツを促進します。 

○町体育協会への支援及び町スポーツ少年団の育成 

○スポーツ振興のための各種大会・教室等の実施 等 

 

－１－ 



2 

 

利尻富士町教育大綱（案） 

１ 利尻富士町教育大綱の位置づけ 

 利尻富士町教育大綱（以下「大綱」という。）は、「地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律」第１条の３に基づき、本町の教育行政を推進するための指針となるものであり、

まちづくりや教育の振興に関する基本的な方針及び講ずべき施策について示した「利尻富

士町まちづくり創造総合計画」（2018 年度～2027 年度）、「利尻富士町学校教育推進計画」

（平成 26 年度～平成 30 年度）、「利尻富士町生涯学習推進計画」（平成 23 年度～平成 32

年度）、「利尻富士町子ども・子育て支援事業計画」（平成 27年度～平成 31年度）をもとに

定めるものです。 

 この大綱は、町長と教育委員会で構成する「総合教育会議」において協議、調整したう

えで策定するものです。 

 

２ 大綱の実施期間 

 大綱の実施期間は、2018年度～2020年度までの３年間としますが、今後の社会情勢等の

動向等を踏まえ、適宜改定するものとします。 

 

３ 利尻富士町が目指す教育 

 今日、少子高齢化や情報化、グローバル化の進展など社会環境の急速な変化に伴い、子

ども達の規範意識や倫理観の低下、人間関係の希薄化に伴う社会性の未発達さなどが全国

的な教育課題となっています。 

 本町で育つ子ども達には、これらの社会情勢の変化に対応し、自らの未来を切り拓いて

生きていくための基礎的な力を身に付けさせなければなりません。そのためには、学校、

家庭、地域、関係機関が連携して、児童生徒の学力・体力の向上や心の教育の充実を図る

必要があります。本町の未来を担う児童生徒が、自然を愛する豊かな心と高い知性をもち、

21 世紀を切り拓くたくましい子どもを育てる学校教育の充実と、明日を担う心豊かな人づ

くりと文化を育むまちに向けた取組を推進していきます。 

 

４ 具体的な基本指針 

 １．社会で活きる実践的な学力を育成する教育の推進 

２．安心・安全な教育環境の整備と支援の推進 

３．生涯学習の充実と文化・スポーツ活動の振興 
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基本指針１ 社会で活きる実践的な学力を育成する教育の推進 

教育の役割は、子どもたちが夢や希望を持ち、自分の未来を切り拓いて生きていけるよ

う、基礎的・基本的な知識や技能を身に付けさせることにあります。 

このため、学校、家庭、地域、関係機関が連携し、「確かな学力」「健康な体」「豊かな心」

を育み、児童生徒が自らの夢や希望を実現し社会で活かせる教育を進めます。 

○小規模、少人数の特性を生かし、共に学びあう活動を通して、「確かな学力」「健康な体」

を身に付ける教育を推進します。 

○思いやりの心、規範意識や自然を愛する心などを通して、豊かな人間性や社会性を育む

教育を推進します。 

○防災教育、ふるさと教育、環境教育など、地域の教育資源を活用した特色ある教育を推

進します。 

○児童生徒の教育的ニーズに応じた、適切な指導や支援を行う特別支援教育を推進します。 

○教職員の資質・能力と組織力の向上を通して、地域に信頼される開かれた学校づくりを

推進します。 

 

基本指針２ 安心・安全教育環境の整備と支援の推進              

 子供たちの健やかな成長を促すためには、安心して学べる場と安全な教育環境の整備が

大切です。 

 このため、町が有する教育施設や設備等をより効果的に活用するとともに、社会の変化

に対応した教育施設や設備を計画的に整備して、安心・安全で質の高い教育環境の充実を

図ります。 

○教育施設・設備の充実に努めるとともに、その機能を高め効果的な活用を図ります。 

○良好で質の高い学びを実現する ICT教育の充実に努めます。 

○保小中高とのスムーズな連結を図るとともに、小中併置校の連携教育の推進に努めます。 

○幼児の教育・保育の充実を図るとともに、義務教育間への円滑な移行に努めます。 

 

基本指針３ 生涯学習の充実と文化・スポーツ活動の振興             

 町民が心豊かで生きがいのある生活を送るためには、生涯を通じて積極的に学び、その

成果を生かせる環境が必要です。 

 このため、町民一人ひとりが豊かに学び、文化やスポーツを楽しむ環境を整えるととも

に、地域を担う人材の育成を支援するために、効果的な事業の推進に努めます。 

○町民一人ひとりが生涯にわたって学習に取り組むことができる環境づくりを推進します。 

○地域に根ざした芸術・文化活動を推進するとともに、優れた芸術・文化に触れる機会を

提供します。 

○郷土の歴史を伝える文化財の保護・保存とともに、展示や情報発信に努めます。 

○町民一人ひとりが健康で豊かな生活を営むための生涯スポーツを促進します。 
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○利尻富士町教育大綱 新旧対照表 

≪改正の内容≫ 

・町の最上位計画である「利尻富士町まちづくり創造総合計画」（2018~2027）の策定及び利尻富士町教育大綱実施期間（Ｈ27～29）経過に伴う更新整備。 

≪主な変更点≫ 

・実施期間を 2018年度から 2020年度の３年間とし、大綱の内容は国が定めた「第 3期教育振興基本計画（2018~2022）」を概ね網羅したものとなっていること

から変更しない。 

改 正 後 改 正 前 

１ 利尻富士町教育大綱の位置づけ 

 利尻富士町教育大綱（以下「大綱」という。）は、「地方教育行政の組織及び

運営に関する法律」第１条の３に基づき、本町の教育行政を推進するための指

針となるものであり、まちづくりや教育の振興に関する基本的な方針及び講ず

べき施策について示した「利尻富士町まちづくり創造総合計画」（2018年度～

2027 年度）、「利尻富士町学校教育推進計画」（平成 26 年度～平成 30 年度）、

「利尻富士町生涯学習推進計画」（平成 23年度～平成 32年度）、「利尻富士町

子ども・子育て支援事業計画」（平成 27年度～平成 31年度）をもとに定める

ものです。 

 この大綱は、町長と教育委員会で構成する「総合教育会議」において協議、

調整したうえで策定するものです。 

 

２ 大綱の実施期間 

 大綱の実施期間は、2018年度～2020年度までの３年間としますが、今後の

社会情勢等の動向等を踏まえ、適宜改定するものとします。 

 

３ 利尻富士町が目指す教育 

１ 利尻富士町教育大綱の位置づけ 

 利尻富士町教育大綱（以下「大綱」という。）は、「地方教育行政の組織及び

運営に関する法律」第１条の３に基づき、本町の教育行政を推進するための指

針となるものであり、まちづくりや教育の振興に関する基本的な方針及び講ず

べき施策について示した「利尻富士町新まちづくり総合計画」（平成 20 年度～

平成 29 年度）、「利尻富士町学校教育推進計画」（平成 26 年度～平成 30年度）、

「利尻富士町生涯学習推進計画」（平成 23年度～平成 32年度）、「利尻富士町子

ども・子育て支援事業計画」（平成 27年度～平成 31年度）をもとに定めるもの

です。 

 この大綱は、町長と教育委員会で構成する「総合教育会議」において協議、

調整したうえで策定するものです。 

 

２ 大綱の実施期間 

 大綱の実施期間は、平成 27 年度～29 年度までの 3 年間としますが、今後の

社会情勢等の動向等を踏まえ、適宜改定するものとします。 

 

３ 利尻富士町が目指す教育 
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 今日、少子高齢化や情報化、グローバル化の進展など社会環境の急速な変化

に伴い、子ども達の規範意識や倫理観の低下、人間関係の希薄化に伴う社会性

の未発達さなどが全国的な教育課題となっています。 

 本町で育つ子ども達には、これらの社会情勢の変化に対応し、自らの未来を

切り拓いて生きていくための基礎的な力を身に付けさせなければなりません。

そのためには、学校、家庭、地域、関係機関が連携して、児童生徒の学力・体

力の向上や心の教育の充実を図る必要があります。本町の未来を担う児童生徒

が、自然を愛する豊かな心と高い知性をもち、21 世紀を切り拓くたくましい

子どもを育てる学校教育の充実と、明日を担う心豊かな人づくりと文化を育む

まちに向けた取組を推進していきます。 

 

４ 具体的な基本指針 

 １．社会で活きる実践的な学力を育成する教育の推進 

２．安心・安全な教育環境の整備と支援の推進 

３．生涯学習の充実と文化・スポーツ活動の振興 

 

基本指針１ 社会で活きる実践的な学力を育成する教育の推進 

教育の役割は、子どもたちが夢や希望を持ち、自分の未来を切り拓いて生き

ていけるよう、基礎的・基本的な知識や技能を身に付けさせることにあります。 

このため、学校、家庭、地域、関係機関が連携し、「確かな学力」「健康な体」

「豊かな心」を育み、児童生徒が自らの夢や希望を実現し社会で活かせる教育

を進めます。 

 

○小規模、少人数の特性を生かし、共に学びあう活動を通して、「確かな学力」

 今日、少子高齢化や情報化、グローバル化の進展など社会環境の急速な変化

に伴い、子ども達の規範意識や倫理観の低下、人間関係の希薄化に伴う社会性

の未発達さなどが全国的な教育課題となっています。 

 本町で育つ子ども達には、これらの社会情勢の変化に対応し、自らの未来を

切り拓いて生きていくための基礎的な力を身に付けさせなければなりません。

そのためには、学校、家庭、地域、関係機関が連携して、児童生徒の学力・体

力の向上や心の教育の充実を図る必要があります。本町の未来を担う児童生徒

が、自然を愛する豊かな心と高い知性をもち、21 世紀を切り拓くたくましい子

どもを育てる学校教育の充実と、明日を担う心豊かな人づくりと文化を育むま

ちに向けた取組を推進していきます。 

 

４ 具体的な基本指針 

 １．社会で活きる実践的な学力を育成する教育の推進 

２．安心・安全な教育環境の整備と支援の推進 

３．生涯学習の充実と文化・スポーツ活動の振興 

 

基本指針１ 社会で活きる実践的な学力を育成する教育の推進 

教育の役割は、子どもたちが夢や希望を持ち、自分の未来を切り拓いて生き

ていけるよう、基礎的・基本的な知識や技能を身に付けさせることにあります。 

このため、学校、家庭、地域、関係機関が連携し、「確かな学力」「健康な体」

「豊かな心」を育み、児童生徒が自らの夢や希望を実現し社会で活かせる教育

を進めます。 

 

○小規模、少人数の特性を生かし、共に学びあう活動を通して、「確かな学力」
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「健康な体」を身に付ける教育を推進します。 

○思いやりの心、規範意識や自然を愛する心などを通して、豊かな人間性や社

会性を育む教育を推進します。 

○防災教育、ふるさと教育、環境教育など、地域の教育資源を活用した特色あ

る教育を推進します。 

○児童生徒の教育的ニーズに応じた、適切な指導や支援を行う特別支援教育を

推進します。 

○教職員の資質・能力と組織力の向上を通して、地域に信頼される開かれた学

校づくりを推進します。 

 

基本指針２ 安心・安全教育環境の整備と支援の推進              

 子供たちの健やかな成長を促すためには、安心して学べる場と安全な教育環

境の整備が大切です。 

 このため、町が有する教育施設や設備等をより効果的に活用するとともに、

社会の変化に対応した教育施設や設備を計画的に整備して、安心・安全で質の

高い教育環境の充実を図ります。 

 

○教育施設・設備の充実に努めるとともに、その機能を高め効果的な活用を図

ります。 

○良好で質の高い学びを実現する ICT教育の充実に努めます。 

○保小中高とのスムーズな連結を図るとともに、小中併置校の連携教育の推進

に努めます。 

○幼児の教育・保育の充実を図るとともに、義務教育間への円滑な移行に努め

ます。 

「健康な体」を身に付ける教育を推進します。 

○思いやりの心、規範意識や自然を愛する心などを通して、豊かな人間性や社

会性を育む教育を推進します。 

○防災教育、ふるさと教育、環境教育など、地域の教育資源を活用した特色あ

る教育を推進します。 

○児童生徒の教育的ニーズに応じた、適切な指導や支援を行う特別支援教育を

推進します。 

○教職員の資質・能力と組織力の向上を通して、地域に信頼される開かれた学

校づくりを推進します。 

 

基本指針２ 安心・安全教育環境の整備と支援の推進              

 子供たちの健やかな成長を促すためには、安心して学べる場と安全な教育環

境の整備が大切です。 

 このため、町が有する教育施設や設備等をより効果的に活用するとともに、

社会の変化に対応した教育施設や設備を計画的に整備して、安心・安全で質の

高い教育環境の充実を図ります。 

 

○教育施設・設備の充実に努めるとともに、その機能を高め効果的な活用を図

ります。 

○良好で質の高い学びを実現する ICT教育の充実に努めます。 

○保小中高とのスムーズな連結を図るとともに、小中併置校の連携教育の推進

に努めます。 

○幼児の教育・保育の充実を図るとともに、義務教育間への円滑な移行に努め

ます。 
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基本指針３ 生涯学習の充実と文化・スポーツ活動の振興             

 町民が心豊かで生きがいのある生活を送るためには、生涯を通じて積極的に

学び、その成果を生かせる環境が必要です。 

 このため、町民一人ひとりが豊かに学び、文化やスポーツを楽しむ環境を整

えるとともに、地域を担う人材の育成を支援するために、効果的な事業の推進

に努めます。 

 

○町民一人ひとりが生涯にわたって学習に取り組むことができる環境づくり

を推進します。 

○地域に根ざした芸術・文化活動を推進するとともに、優れた芸術・文化に触

れる機会を提供します。 

○郷土の歴史を伝える文化財の保護・保存とともに、展示や情報発信に努めま

す。 

○町民一人ひとりが健康で豊かな生活を営むための生涯スポーツを促進しま

す。 

 

 

基本指針３ 生涯学習の充実と文化・スポーツ活動の振興             

 町民が心豊かで生きがいのある生活を送るためには、生涯を通じて積極的に

学び、その成果を生かせる環境が必要です。 

 このため、町民一人ひとりが豊かに学び、文化やスポーツを楽しむ環境を整

えるとともに、地域を担う人材の育成を支援するために、効果的な事業の推進

に努めます。 

 

○町民一人ひとりが生涯にわたって学習に取り組むことができる環境づくりを

推進します。 

○地域に根ざした芸術・文化活動を推進するとともに、優れた芸術・文化に触

れる機会を提供します。 

○郷土の歴史を伝える文化財の保護・保存とともに、展示や情報発信に努めま

す。 

○町民一人ひとりが健康で豊かな生活を営むための生涯スポーツを促進しま

す。 

 

 
















